
資
料
紹
介

長
崎
警
備
に
お
け
る
﹁
御
番
渡
﹂
﹁
内
代
﹂
﹁
船
方
﹂
の
仕
組
み

鍋

島

茂

清

鍋
島
主
水
家
は
藩
祖
・
鍋
島
加
賀
守
直
茂
の
養
子
と
な
っ
た
︑
鍋
島
主
水
佑
茂
里
を

始
祖
と
し
た
家
で
あ
る
︒
龍
造
寺
隆
信
が
戦
死
し
た
︑
天
正
十
二
年
︵
一
五
八
四
︶
の

島
原
の
戦
い
が
︑
茂
里
の
初
陣
と
な
り
︑
そ
の
後
︑
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
︑
関
ヶ
原

の
戦
い
後
の
︑
現
福
岡
県
柳
川
の
立
花
宗
茂
と
の
﹁
八
の
院
の
戦
い
﹂
で
も
活
躍
す
る
︒

慶
長
十
五
年
︵
一
六
一
〇
︶
現
愛
知
県
名
古
屋
城
の
手
伝
普
請
の
さ
な
か
発
病
し
︑

佐
賀
に
帰
国
後
死
亡
す
る
︒
茂
里
の
家
は
子
孫
代
々
︑
主
水
を
名
乗
り
﹁
主
水
家
﹂
と

い
わ
れ
︑
ま
た
︑
現
佐
賀
県
神
埼
郡
の
横
岳
下
野
守
頼
続
の
遺
領
を
嗣
い
だ
た
め
︑﹁
横

岳
家
﹂
と
も
い
わ
れ
た
︒
茂
里
以
後
︑
家
老
職
筆
頭
の
家
格
を
維
持
し
︑
幕
末
に
ま
で

い
た
っ
た
家
で
あ
る
︒

一
︑
は
じ
め
に

鍋
島
主
水
家
に
残
さ
れ
た
近
世
の
文
書
が
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
文
書
数
は
一
六
九
五
点
に
お
よ
ぶ
︵
早
稲
田
大
学
図
書
館
・
文
書
目
録

第
一

集
﹁
鍋
嶋
主
水
家
文
書
目
録
﹂︵
請
求
番
号
・
文
書
九
︶︶︒

﹁
鍋
嶋
主
水
家
文
書
目
録
﹂
に
﹁
Ｇ
長
崎
御
番
﹂
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
﹁
正
徳
三

年
長
崎
御
番
所
記
録
之
内
﹂
七
件
の
う
ち
︑﹁
御
番
渡
一
通
﹂︵
請
求
番
号
・
文
書
九
-Ｇ

六
︶︑﹁
内
代
一
通
﹂︵
同
文
書
九
-Ｇ
八
︶︑﹁
船
方
一
通
﹂︵
同
文
書
九
-Ｇ
九
︶
の
三
件

を
︑
翻
刻
し
て
内
容
を
検
討
し
た
︒

二
︑
内
容
の
解
説

長
崎
警
備
を
福
岡
藩
に
交
代
す
る
﹁
御
番
渡
﹂
の
と
き
は
︑
ま
ず
︑
福
岡
藩
の
使
者

が
佐
賀
に
﹁
奉
書
﹂
を
持
参
す
る
︒
そ
の
後
︑
石
火
矢
役
頭
人
は
︑﹁
御
非
番
年
石
火
矢

台
場
江
御
筒
割
付
目
録
﹂
を
持
っ
て
御
番
所
に
む
か
う
︒

御
番
渡
の
前
に
︑
御
番
所
・
台
場
等
で
大
修
理
が
必
要
な
と
き
は
報
告
し
︑
番
船
の

修
理
や
船
道
具
の
補
充
は
し
て
お
く
︒
御
番
所
や
諸
番
所
に
あ
る
掟
書
・
板
札
・
武
具

等
定
め
の
も
の
以
外
は
深
堀
邑
に
運
搬
す
る
︒

福
岡
藩
の
交
代
の
船
が
見
え
た
ら
︑
香こ
う

焼や
ぎ

島じ
ま

遠
見
番
所
か
ら
深
堀
・
御
番
所
に
注
進

す
る
︒
福
岡
藩
番
人
は
上
嶋
︵
神
ノ
島
か
︶
に
上
陸
し
︑
そ
の
後
︑
西
泊
御
番
所
に
福

岡
藩
の
使
者
が
来
る
︒

御
番
渡
の
当
日
の
西
泊
・
戸
町
の
両
御
番
所
・
諸
番
所
へ
の
足
軽
配
置
は
三
一
名
で
︑

両
御
番
所
へ
の
配
船
は
︑
四
六
挺
立
・
二
〇
挺
立
・
一
二
挺
立
・
八
挺
立
・
四
挺
立
・

平
太
船
が
︑
両
御
番
所
に
各
々
九
艘
ず
つ
の
一
八
艘
で
あ
る
︵
表
１
︶︒

御
番
渡
の
当
日
︑
深
堀
か
ら
到
着
す
る
船
は
鍋

(１
)島

志
摩
乗
船
は
じ
め
八
艘
で
︑
こ
れ

ら
の
船
の
繋
留
場
所
・
繋
留
順
序
も
定
め
ら
れ
て
い
る
︒

御
番
渡
の
当
日
朝
︑
鍋
島
志
摩
と
福
岡
藩
番
人
は
長
崎
奉
行
所
に
出
頭
し
︑
指
示
を

得
て
か
ら
︑
鍋
島
志
摩
は
西
泊
御
番
所
に
向
か
う
︒
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西
泊
御
番
所
で
御
番
渡
に
立
ち
会
う
の
は
︑
鍋
島
志
摩
・
両
御
番
所
番
頭
・
深
堀
詰

着
座
・
石
火
矢
役
頭
人
・
目
付
・
物
頭
と
︑
両
御
番
所
方
付
役
の
一
人
ず
つ
で
あ
る
︒

西
泊
御
番
所
に
お
け
る
御
番
渡
の
後
︑
鍋
島
志
摩
・
両
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
・
西
泊

目
付
は
船
で
︑
道ど

生
し
ょ
う

田だ

御
蔵
に
行
く
︒
石
火
矢
役
頭
人
お
よ
び
付
役
が
西
泊
御
番
所

と
石
火
矢
蔵
を
渡
し
た
後
︑
両
石
火
矢
役
頭
人
は
戸
町
御
番
所
に
渡
海
し
︑
御
番
所
と

石
火
矢
蔵
を
引
き
渡
し
︑
そ
の
後
︑
道
生
田
へ
向
か
う
︒
戸
町
御
番
所
で
は
︑
両
石
火

矢
役
頭
人
と
戸
町
目
付
・
物
頭
が
立
ち
会
う
︒

道
生
田
御
蔵
で
は
︑
鍋
島
志
摩
・
両
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
・
西
泊
石
火
矢
役
頭
人
・

西
泊
目
付
お
よ
び
両
御
番
所
石
火
矢
役
付
役
の
一
人
ず
つ
が
立
ち
会
う
︵
表
１
︶︒

そ
れ
ら
が
終
了
し
た
ら
︑
長
崎
に
帰
り
︑
鍋
島
志
摩
と
両
番
頭
は
御
番
渡
が
終
了
し

た
こ
と
を
佐
賀
へ
注
進
す
る
︒
そ
の
後
︑
鍋
島
志
摩
・
両
番
頭
・
聞
番
は
長
崎
奉
行
所

に
︑
遅
滞
な
く
交
代
が
終
了
し
た
こ
と
を
報
告
し
︑
そ
の
旨
を
佐
賀
藩
聞
番
が
福
岡
藩

に
連
絡
す
る
︒
奉
行
所
へ
の
報
告
が
終
わ
る
と
︑
番
頭
は
長
崎
屋
敷
に
も
ど
り
︑
そ
の

う
え
で
︑
御
番
の
全
員
が
佐
賀
へ
帰
国
す
る
︒

長
崎
警
備
の
任
務
を
福
岡
藩
に
交
代
す
る
こ
と
を
︑﹁
御
番
渡
﹂
と
い
っ
た
が
︑
一
年

後
︑
ま
た
警
備
の
大
番
が
は
じ
ま
る
︒
夏
︑
四
月
の
夏
番
で
あ
る
︒
さ
ら
に
夏
番
が
お

わ
っ
て
も
︑
続
く
秋
番
ま
で
は
大
番
で
あ
る
と
し
て
︑
人
数
・
船
数
は
夏
番
と
か
わ
ら

な
い
︒
し
か
し
︑
夏
番
の
番
頭
・
目
付
・
物
頭
と
足
軽
一
一
〇
人
は
交
代
す
る
︒
石
火

矢
役
頭
人
と
石
火
矢
役
付
役
は
夏
番
と
変
り
は
な
い
︒

夏
番
か
ら
秋
番
︑
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
船
の
帰
帆
後
の
冬
番
︑
つ
づ
い
て
春
番
と
佐
賀

藩
内
で
の
勤
務
の
移
動
を
﹁
内
代
﹂
と
い
っ
た
︒

秋
番
の
交
代
の
人
員
が
諫
早
に
到
着
し
た
と
の
報
告
は
︑
新
任
の
秋
番
の
両
御
番
所

番
頭
か
ら
︑
何
時
に
矢や

上が
み

に
着
船
す
る
と
︑
鍋
島
志
摩
お
よ
び
︑
両
御
番
所
に
勤
務
す

る
夏
番
の
番
頭
に
伝
え
ら
れ
る
︒
交
代
の
人
員
が
諫
早
か
ら
矢
上
に
移
動
︵
居
代
︶
し
︑

さ
ら
に
長
崎
屋
敷
に
到
着
す
る
と
︑
鍋
島
志
摩
・
両
番
頭
・
聞
番
が
奉
行
所
に
出
頭
し
︑

交
代
︵
内
代
︶
す
る
よ
う
奉
行
か
ら
指
示
を
得
る
︒

長
崎
屋
敷
か
ら
両
御
番
所
へ
の
渡
海
船
は
︑
四
二
挺
立
︑
二
〇
挺
立
︑
六
挺
立
︑
平

太
船
が
配
船
さ
れ
る
︵
表
２
︶︒
こ
れ
ら
は
交
代
す
る
秋
番
の
番
頭
・
目
付
・
物
頭
と
足

鍋 島 茂 清
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表１ 御番渡の人員・船の配備

112挺立

西泊御番所船割 艘

320挺立

1８挺立

146挺立

2４挺立

1平太船

9計

112挺立

戸町御番所船割 艘

320挺立

1８挺立

146挺立

4４挺立

1平太船

9計

計

4石火矢蔵番

西泊・戸町御番所 人数

御番渡の諸番所への足軽・船割

31

8遠見番

8道生田番

8両御番所表裏城戸番

1小屋帳持

2石火矢方帳箱・鑰箱持

計

1志摩供船 46挺立

渡海船 艘

1深堀詰着座船 20挺立

深堀からの渡海船

8

2柳丸付船

1白川丸

1柳丸

1白川丸付船

1注進船

西泊目付

西泊御番所

西泊・戸町番頭

深堀詰着座

御番渡の立会人

西泊石火矢方頭人

西泊物頭

鍋島志摩

西泊石火矢方付役１人

戸町石火矢方付役１人

戸町御番所

戸町物頭

戸町目付

両石火矢方頭人

深堀詰着座

道生田御蔵

西泊石火矢方付役１人

西泊・戸町番頭

西泊石火矢方頭人

鍋島志摩

西泊目付

戸町石火矢方付役１人



軽
の
用
船
と
な
る
も
の
で
︑
帰
路
は
夏
番
の
交
代
の
者
が
乗
船
し
て
長
崎
に
も
ど
る
︒

交
代
す
る
夏
番
番
頭
か
ら
︑
秋
番
番
頭
が
受
け
取
る
物
品
で
あ
る
石
火
矢
蔵
・
玉
蔵
・

切
組
小
屋
の
鑰
・
御
条
目
写
・
家
老
中
の
手
頭
・
記
録
の
袋
お
よ
び
道
生
田
薬
蔵
の
鑰
・

七
ケ
所
台
場
の
鎖
鑰
と
切
組
小
屋
の
鑰
な
ど
は
順
次
︑
次
の
冬
番
︑
春
番
に
引
き
継
が

れ
る
︒

御
番
の
本
体
で
あ
る
大
番
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
の
帰
帆
で
お
わ
る
︒
そ
の
た
め
︑
秋
番

が
お
わ
り
冬
番
と
な
る
と
︑
人
数
・
船
数
と
も
に
減
少
す
る
︵
表
２
︶︒
石
火
矢
役
頭
人

が
い
な
く
な
り
︑
物
頭
・
石
火
矢
役
付
役
さ
ら
に
足
軽
も
減
員
す
る
︒

冬
番
の
番
頭
が
長
崎
に
到
着
し
︑
奉
行
所
に
挨
拶
に
行
く
と
き
は
︑
鍋
島
志
摩
が
不

在
の
た
め
︑
深
堀
詰
着
座
・
聞
番
が
同
行
す
る
︒

春
番
の
人
数
・
船
割
は
冬
番
と
同
様
で
あ
る
︒

長
崎
警
備
の
役
務
は
︑
佐
賀
藩
か
ら
福
岡
藩
に
担
当
が
か
わ
る
﹁
御
番
渡
﹂
で
終
り
︑

福
岡
藩
か
ら
佐
賀
藩
に
引
き
継
ぐ
﹁
御
番
請
取
﹂
で
佐
賀
藩
の
大
番
と
な
っ
た
︒

大
番
は
御
番
を
請
取
っ
た
夏
番
か
ら
は
じ
ま
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
の
帰
帆
後
に
秋
番
が

終
わ
る
︒
そ
の
後
︑
冬
番
・
春
番
の
任
務
を
終
え
て
︑
福
岡
藩
に
御
番
を
渡
す
︑
こ
れ

の
一
年
交
代
で
あ
っ
た
︒

﹁
御
番
渡
﹂
の
手
続
き
遂
行
の
た
め
︑
西
泊
御
番
所
・
戸
町
御
番
所
お
よ
び
他
の
諸
番

所
に
勤
務
す
る
侍
・
足
軽
・
船
頭
・
舸
子
等
が
任
命
さ
れ
て
従
事
す
る
︒

福
岡
藩
に
渡
す
手
続
き
に
は
︑
鍋
島
志
摩
・
両
御
番
所
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
等
多
く

の
者
が
立
ち
会
う
︵
表
１
︶︒
御
番
渡
の
手
続
き
の
手
順
は
︑
西
泊
御
番
所
か
ら
道
生
田

玉
薬
蔵
の
後
︑
戸
町
御
番
所
と
順
次
行
い
︑
す
べ
て
が
終
了
す
る
と
長
崎
奉
行
に
報
告

し
︑
佐
賀
へ
も
宿
継
飛
脚
と
飛
船
の
二
系
統
の
体
制
で
報
告
す
る
︒

オ
ラ
ン
ダ
船
の
帰
帆
後
に
︑
石
火
矢
役
頭
人
が
空
席
と
な
り
︑
物
頭
が
四
人
減
り
︑

足
軽
が
一
一
〇
人
か
ら
九
〇
人
に
減
少
す
る
︒
詰
船
も
二
四
艘
か
ら
一
〇
艘
に
減
船
す

る
︵
表
２
︶︒

今
回
紹
介
す
る
正
徳
三
年
以
外
の
御
番
人
数
お
よ
び
船
数
を
︑
延
宝

(３
︑
４
)

九
年
・
元
禄
一

一
(３
)年

・
享
保
元

(３
)年

・
天
和
元

(２
)年

の
事
例
︵
表
３
・
４
︶
で
考
察
す
る
と
︑
延
宝
九
年
・

元
禄
一
一
年
に
お
い
て
︑
夏
番
︵
夏
番
・
秋
番
︶
は
︑
足
軽
・
舸
子
を
ふ
く
め
一
三
〇

〇
人
と
し
て
あ
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
船
帰
帆
以
後
︵
秋
番
・
冬
番
︶
は
八
〇
〇
人
と
な
る
︒

し
か
し
︑
た
と
え
ば
延
宝
九
年
の
夏
番
の
人
数
と
し
て
︑
大
物
頭
三
︑
目
付
役
侍
一
︑

鉄
砲
者
頭
一
一
︑
深
堀
・
香
焼
島
・
脇
津
詰
六
︑
足
軽
一
五
〇
︑
船
頭
舸
子
五
九
〇
︵
計

七
六
一
人
︶
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
合
計
と
し
て
は
︑
一
三
〇
〇
人
と
し
て

記
載
し
て
あ
る
︒
こ
の
記
載
人
数
の
相
違
は
ど
う
説
明
し
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か
︒

﹁
長
崎
御
番
所
記
録
﹂
の
記
述
は
︑
福
岡
藩
と
佐
賀
藩
と
の
御
番
の
請
け
渡
し
︑
佐
賀

藩
内
人
数
の
交
代
の
た
め
の
︑
い
わ
ば
﹁
交
代
儀
式
﹂
の
遂
行
や
︑﹁
交
代
儀
式
﹂
の
人

数
の
移
動
の
た
め
の
用
船
の
配
備
で
あ
る
と
︑
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
番

頭
・
目
付
役
・
物
頭
等
の
管
理
者
は
と
も
か
く
︑
延
宝
九
年
の
足
軽
一
五
〇
人
︑
船
頭

舸
子
五
九
〇
人
は
︑
筆
者
の
言
う
﹁
儀
式
要
員
﹂
と
ほ
ぼ
同
様
の
数
字
で
あ
る
︒
関
船

に
い
た
っ
て
は
︑
延
宝
九
年
の
夏
番
が
四
六
艘
︵
表
３
︶
で
あ
る
︒﹁
千
人
番

(５
)所

﹂
と
い

わ
れ
た
と
い
う
︑
軍
隊
と
し
て
の
兵
力
︑
戦
闘
の
た
め
の
船
団
の
記
載
が
︑
今
回
検
討

し
た
文
献
に
は
︑
書
載
さ
れ
て
い
る
と
は
お
も
え
な
い
︒

操
船
用
の
船
頭
・
舸
子
が
約
五
〇
〇
人
ば
か
り
い
た
と
し
て
も
︑
外
国
か
ら
の
軍
艦

の
侵
入
阻
止
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
船
入
港
時
の
不
時
の
事
態
へ
の
対
応
の
た
め
の
戦
闘
力

の
発
揮
に
は
︑
こ
れ
ら
の
兵
力
で
は
大
い
に
疑
問
が
の
こ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

御
番
所
詰
の
船
の
使
用
規
定
︵﹁
船
方
一
通
﹂︶
は
厳
重
で
︑
御
番
船
は
御
番
所
に
整

然
と
繋
留
し
て
お
き
︑
特
に
四
六
挺
立
か
ら
二
〇
挺
立
の
船
は
︑
臨
時
の
使
用
は
し
な

い
よ
う
に
す
る
︒
長
崎
屋
敷
に
船
を
出
す
と
き
は
︑
番
頭
・
目
付
が
吟
味
し
て
︑
下
目
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表２ 秋番・冬番・春番の交代の人員・船の比較

※（ ）は夏番と変らない

136

（石火矢方頭人）

秋番交代の両御番所配置

計

110足軽

番頭

目付 2

6物頭

2

人数

2

14（石火矢方付役）

10

2目付

2

冬番交代の両御番所配置

2

4

2

艘

2番頭

2物頭

人数

４挺立

平太船4石火矢方付役

46挺立

詰 船

20挺立

90足軽

100計

表３ 延宝９年 元禄11年 享保元年 御番人数・船数

1300

番頭

1300計

150足軽

3大物頭

1目付役侍

延宝９年
人夏番

10物頭

元禄11年
人

3

11鉄砲者頭

6深堀香焼島脇津詰

590船頭・舸子

（『肥前国 深堀の歴史』より）

101計

帰帆以後

24非番

夏番

延宝９年

46

関船
艘

31

1

4

目付役

石火矢役侍

9深堀島々詰

100足軽

2番頭

物頭

人オランダ船帰帆以後

10

3鉄砲者頭

2

人

328船頭・舸子

800800計

2

4

14

物頭

36

帰帆後の減番で減少させる人数・船数

平太船

計

2６挺立

2石火矢方頭人

10石火矢方付役

人数両御番所

20足軽

艘

440挺立

220挺立

412挺立

16計

2

2

目付・召使・荷物20挺立

物頭３人召使荷物42挺立

秋番の長崎屋敷から両御番所への渡海船

2

番頭・目付・物頭の駕籠
乗せ平太船

足軽・荷物 平太船

番頭乗船 20挺立

物頭３人乗船 20挺立 2

2番頭供船 42挺立

2

艘

2

2番頭付船 ６挺立

12

目付・物頭・召使・荷物20挺立

冬番の長崎屋敷から両御番所への渡海船

計

2平太船

番頭乗船 20挺立

同付船 ４挺立 2

2石火矢方付役・荷物 ８挺立

2

艘

2

2番頭・目付・物頭の駕籠乗８挺

※春番の人数・詰船は冬番と同様

8

1000

鉄砲頭

936計

2番頭

14石火矢役

夏番
人

享保元年

4

22目付

2

帰帆後
人

2

90110足軽

400余800余船頭・舸子

500深堀定詰

9

500

深堀島々詰侍 9

1

人

1番頭

100足軽

人非番 深堀家家来

深堀在番

170船頭・舸子

530計



付
が
同
道
す
る
︒

二
〇
挺
立
船
を
番
頭
が
使
用
す
る
こ
と
は
特
別
で
︑
石
火
矢
役
頭
人
・
目
付
が
深
堀

行
き
に
使
用
し
︑
そ
の
他
︑
物
頭
が
島
廻
り
の
と
き
に
使
用
す
る
︒
番
船
と
し
て
は
︑

四
六
挺
立
・
四
二
挺
立
・
二
〇
挺
立
・
一
二
挺
立
・
六
挺
立
・
四
挺
立
・
伝
馬
船
が
あ

り
︑
他
に
運
送
用
の
平
太
船
が
あ
っ
た
︒

深
堀
に
兵
粮
を
受
取
り
に
行
っ
た
り
︑
物
品
の
調
達
の
た
め
長
崎
に
行
く
と
き
︑
お

よ
び
竹
・
木
・
石
・
砂
等
の
搬
送
に
は
︑
平
太
船
を
使
用
し
︑
こ
の
際
︑
一
二
挺
立
船

の
使
用
に
は
︑
番
頭
・
目
付
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
買
い
出
し
で
︑
深

堀
か
ら
島
々
を
ま
わ
る
と
き
は
伝
馬
船
を
使
う
︒

火
事
の
と
き
は
︑
四
六
挺
立
か
ら
四
二
挺
立
船
一
艘
・
二
〇
挺
立
船
一
艘
を
使
用
す

る
よ
う
︑
船
手
方
役
人
か
ら
船
頭
に
指
示
す
る
︒
た
だ
し
︑
緊
急
の
と
き
は
︑
六
挺
立
・

四
挺
立
船
を
出
動
で
き
る
よ
う
準
備
を
し
て
お
く
︒
長
崎
か
ら
深
堀
へ
の
番
船
の
使
用

は
︑
番
頭
・
目
付
が
検
討
し
︑
数
日
に
わ
た
る
使
用
は
で
き
な
い
︒

本
原
稿
の
﹃
研
究
紀
要
第
八
号
・
九
号
﹄
の
翻
刻
の
記
述
に
は
誤
り
が
多
く
あ
っ
た
︒

筆
者
の
不
勉
強
を
ふ
か
く
反
省
し
︑
お
詫
び
い
た
し
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑
正
誤
表
を
下

記
に
示
し
て
︑
訂
正
い
た
し
ま
す
︒

﹇
注
﹈

︵
１
︶
鍋
島
志
摩
：
深
堀
鍋
島
家
五
代
邑
主
・
鍋
島
茂
久

︵
２
︶
藤
野
保
﹃
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館

九
八
二
頁

︵
３
︶
平
孝
治
﹃
肥
前
国

深
堀
の
歴
史
﹄
長
崎
新
聞
社

四
〇
〇
頁

︵
４
︶
平
孝
治
﹃
肥
前
国

深
堀
の
歴
史
﹄
長
崎
新
聞
社

四
〇
五
頁

︵
５
︶
藤
野
保
﹃
続
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館

五
〇
三
頁
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表４ 天和元年 御番人数・船数

1

西泊・戸町・深堀

目付

46

大番

関船大小

775計

3大物頭

11鉄砲物頭

人・船数

西泊・戸町・高島
伊王島・沖島

西泊・戸町14石火矢役士

西泊・戸町・深堀

1300人余

戸町

深堀・香焼島・脇津6石火矢役士

150足軽

西泊・戸町・深堀590船頭・舸子

（『佐賀藩の総合研究』より）

31関船大小

1目付

445

オランダ船帰帆の以後

計

深堀家家来

2番頭

3鉄砲物頭

人・船数

西泊・戸町

西泊・戸町4石火矢役侍

西泊・戸町

800人余

戸町

9深堀・島々詰士

100足軽

326船頭・舸子

9深堀領島々詰侍

非番

1番頭

14足軽

人・船数

170船頭・舸子

深堀在番

530人余 深堀詰

深堀家家来

194計

24関船大小
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﹁
研
究
紀
要

九
号
﹂
正
誤
表

﹁
御
番
請
取
一
通
﹂

頁

段

行
前
後
カ
ラ

上
カ
ラ

誤

正

60

上

表
１
の
内

錫

鑰

63

上

前
３

12

簾

篇

63

下

前
７

９

迄

を

63

下

後
７

７

帰
リ
︑

帰
リ
ニ
︑

63

下

後
５

12

書

前

64

上

前
３

８

貰

世
具

64

上

前
３

14

速

遅

64

上

前
４

12

乗
せ
︑
但

乗
せ
組・

︑・

64

上

前
６

12

着
舩
前

着
舩
︑・

於・

御
番
所

64

上

前
12

5

黒

里

64

下

前
６

17

猶

於

64

下

後
１

24

懸

遣

65

上

前
６

10

あ
い
た
得

あ
な・

た
ゟ・

得

65

上

前
11

３

御

相

65

上

後
６

6

懸

遣

65

上

後
５

22

に

等

65

下

前
２

１

に
て

等
と

65

下

前
２

４

乙

而

65

下

前
７

29

い

な

66

下

後
３

6

嶋

鳴

68

上

前
８

７

東

乗

68

上

前
９

14

嶋

鳴

頁

段

行
前
後
カ
ラ

上
カ
ラ

誤

正

68

上

後
３

11

注

註

68

下

前
８

２

是

且

68

下

後
９

22

嶋

鳴

69

上

後
３

4

ク
︵
カ
タ
カ
ナ
︶

リ
︵
カ
タ
カ
ナ
︶

69

下

後
13

25

々

之

70

上

後
５

27

之

々

70

下

前
10

５

を

と

70

下

後
10

４

之

也

71

上

後
７

４

但
道
生
田

但
右・

道
生
田

71

下

後
７

18

嶋

鳴

71

下

後
８

４

壱

三

71

下

後
７

18

嶋

鳴

71

下

後
６

２

一
(マ
マ
)

一

72

上

後
11

13

渡

後

72

上

後
10

12

在

立

72

上

後
８

３

在

立

72

下

前
２

８

嶋

鳴

72

下

前
２

10

風
鳴

切
子

風
鳴

切
子

間・

72

下

前
７

13

澄

済

72

下

前
７

23

出

去

72

下

前
９

11

之

々
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﹁
御
奉
行
衆
御
見
廻
之
刻
仕
組
﹂

頁

段

行
前
後
カ
ラ

上
カ
ラ

誤

正

77

上

前
４

９

凡

充

77

上

後
９

１

舩
・
餝
舩
︑・

行
儀

舩
餝
・
舩
行
儀

77

上

後
８

14

之

也

77

上

後
１

26

波

跟

77

上

前
７

16

に

等

78

下

前
９

２

一
た
は
こ

一
御・

た
は
こ

78

下

前
10

13

脇

眼

79

上

後
４

15

注

註

79

下

前
２

７

巡

見

79

下

前
３

３

在

申
遣

79

下

前
３

26

之

也

79

下

前
８

１

御
守

等

頁

段

行
前
後
カ
ラ

上
カ
ラ

誤

正

73

上

後
６

17

之

也

73

下

前
７

８

伺

調

73

下

前
13

18

之

也

73

下

後
10

４

之

也

73

下

後
９

１

之

也

74

上

前
10

11

候
︑・

御
奏
者

候
御
奏
者

74

下

前
５

27

御
目
見
候

御
目
見
仕・

候

74

下

後
９

10

双
方
十
二
挺

双
方
ゟ・

十
二
挺

74

下

後
８

22

候

仮

75

上

前
８

１

舩
・
餝
舩
︑
行
儀

舩
餝
・
舩
行
儀

75

上

前
９

12

之

也

75

下

前
５

５

■

蓋

75

下

前
６

８

脇

眼

75

下

前
９

10

手
拭
懸
同
断

手
拭
懸
右・

同
断

75

下

後
４

10

達
候
事

達
申・

候
事

76

上

前
１

５

江
菓
子

江
之・

菓
子

76

上

後
５

８

通

迎

76

上

後
６

10

通

迎

頁

段

行
前
後
カ
ラ

上
カ
ラ

誤

正

71

上

後
10

19

所

頭

71

上

前
１

19

之

々

71

下

後
５

21

之

也

72

上

前
10

８

近

近
々

72

上

後
４

17

之

也

72

上

前
13

10

之

也

73

上

後
６

５

用
着
舩
ハ
︑

用
意・

︑
舩
ハ

﹁
研
究
紀
要

八
号
﹂
正
誤
表

﹁
殿
様
御
越
之
節
仕
組
﹂



凡
例

一

漢
字
は
お
お
む
ね
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
が
︑
炮
・
抔
・
嘉
・
惣
・
舩
な
ど
は
︑

原
本
の
と
お
り
と
し
た
︒
変
体
仮
名
は
平
仮
名
で
表
記
し
た
︒

一

助
詞
の
江
・
之
・
而
お
よ
び
ゟよ
り

・
〆

し
め
て
は
原
本
の
と
お
り
と
し
︑
他
は
﹁
平
仮
名
﹂

で
表
記
し
た
︒

一

繰
り
返
し
記
号
は
︑
片
仮
名
は
﹁
ヽ
﹂・
平
仮
名
は
﹁
ゝ
﹂・
漢
字
は
﹁
々
﹂
と
し
︑

﹁
〳
〵
﹂
は
原
本
の
と
お
り
と
し
た
︒

一

抹
消
さ
れ
た
文
字
は
︑
取
消
線
﹁
︱
﹂
を
文
字
の
上
に
重
複
し
た
︒

一

文
字
の
虫
食
・
摩
滅
は
□
で
表
記
し
た
︒

一

原
文
中
の
船
行
列
は
右
を
先
頭
に
し
て
︑
横
一
列
で
あ
る
が
︑
紙
面
節
約
の
た
め
︑

縦
書
と
し
た
︒
こ
の
際
︑
順
列
の
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
︑
算
用
数
字
を
船
首
部

分
に
付
記
し
た
︒

一

本
翻
刻
は
原
本
で
は
な
く
︑
写
真
複
写
を
使
用
し
た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
差
紙
﹂
か

﹁
付
紙
﹂
の
区
別
は
つ
か
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
原
稿
は
︑
す
べ
て
を
﹁
別
紙
﹂

と
表
現
し
て
い
る
︒

﹃
表
題
﹄

正
徳
三
年

長
崎
御
番
所
記
録
之
内
御
番
渡
一
通

一

為
御
番
渡
︑
志
摩
并
御
石
火
矢
役
頭
人
壱
人
被

仰
付
︑
筑
前
ゟ
御
奉
書
持
参
之

使
者
︑
佐
嘉
参
着
之
上
早
速
被
差
立
候
︑
志
摩
儀
は
深
堀
罷
通
居
︑
御
石
火
矢
頭

人
ハ
直
ニ
御
番
所
罷
越
候
事
︑
附
御
石
火
矢
役
頭
人
佐
嘉
出
足
前
︑
御
非
番
年
御

石
火
矢
台
場
江
御
筒
割
付
目
録
︑
於
御
側
相
調
候
様
い
た
し
持
越
之
︑
御
番
渡
之

節
筑
前
役
人
江
相
渡
候
事

一

御
番
渡
前
︑
両
御
番
所
・
道
生
田
并
御
台
場
等
為
条
(マ
マ
)
理
︑
例
年
佐
嘉
ゟ
役
者
罷
越

儀
候
ニ
ハ
候
得
共
︑
若
修
理
所
大
破
ニ
見
及
候
ハ
ヽ
︑
其
段
前
廉
佐
賀
ヘ
申
遣
候

事

一

修
理
間
︑
長
崎
之
職
人
等
も
入
込
儀
可
在
︑
城
戸
出
入
︑
猥
無
之
︑
火
用
心
等

就
中
入
念
候
様
申
付
候
事

一

御
番
渡
前
︑
両
御
番
所
・
道
生
田
・
七
ケ
所
御
台
場
迄
掃
除
入
念
候
事

一

御
番
渡
程
近
相
成
候
節
︑
両
本
陣
并
諸
番
所
江
兼
而
渡
居
候
︑
掟
書
・
板
札
其
外

武
具
等
当
用
無
之
物
取
落
無
之
様
相
仕
廻
︑
深
堀
差
越
候
事
︑
附
道
生
田
御
蔵
番

所
掟
書
其
外
同
断

一

右
取
仕
廻
候
節
︑
火
事
用
之
大
挑
灯
・
羽
織
・
棒
等
之
儀
残
置
︑
此
物
数
は
御
番

渡
当
日
之
朝
︑
深
堀
江
世
具
遣
候
舩
ニ
乗
せ
組
差
越
候
事

一

右
世
具
舩
無
延
引
︑
前
晩
ゟ
差
越
候
様
︑
深
堀
御
蔵
役
江
申
談
︑
当
日
未
明
ニ
小

屋
道
具
其
外
取
落
無
之
様
相
仕
廻
︑
深
堀
ゟ
右
為
請
取
参
候
足
軽
江
引
渡
︑
早
々

乗
せ
組
被
帰
候
様
可
仕
事

一

御
番
渡
之
節
迄
残
置
候
物
数

双
方
表
城
戸

鍋 島 茂 清

106



一
幕
二
張
・
突
棒
壱
本
・
指
股
壱
本
・
棒
弐
本
宛

双
方
遠
見

一
鳥
毛
槍
拾
本
・
幕
壱
張
宛

右
之
分
残
置
候
事

一

両
御
番
所
・
道
生
田
江
此
御
方
・
筑
前
御
双
方
よ
り
出
来
居
候
道
具
之
儀
︑
諸
道

具
帳
見
合
之
分
ハ
御
番
所
渡
前
︑
取
仕
廻
候
ニ
不
及
︑
紛
失
等
無
之
様
仕
︑
銘
々

有
所
ニ
備
置
候
事

一

両
御
番
所
詰
舩
之
内
舩
修
理
之
儀
は
勿
論
︑
舩
道
具
之
内
不
足
之
物
は
前
を
以
相

改
︑
例
年
佐
嘉
ゟ
罷
越
候
︑
舩
修
理
役
不
参
合
節
は
深
堀
御
蔵
役
江
番
頭
・
御
目

付
ゟ
申
談
可
相
調
候
︑
若
御
蔵
役
よ
り
相
調
候
儀
不
相
叶
儀
は
︑
早
々
佐
嘉
可
申

越
事
︑
附
御
番
所
詰
舩
︑
幕
・
日
覆
之
儀
︑
兼
而
舩
々
ニ
相
渡
居
候
を
前
を
以
致

吟
味
︑
見
懸
不
宜
ハ
差
除
︑
志
摩
存
ニ
而
深
堀
御
武
具
役
預
置
候
内
よ
り
請
取
之

候
︑
舸
子
筋
帷
子
之
儀
も
︑
深
堀
御
武
具
役
存
之
内
ゟ
撰
候
而
請
取
之
候
事

一

両
御
番
所
詰
人
数
帰
之
節
︑
入
用
之
人
馬
之
儀
︑
従
両
御
目
付
前
を
以
矢
上
・
諫

早
江
申
越
置
候
︑
尤
御
番
渡
日
限
相
極
候
上
︑
其
段
又
々
申
遣
候
事

一

両
番
頭
并
罷
帰
候
御
番
人
中
︑
諫
早
よ
り
本
庄
津
渡
海
舩
一
通
之
儀
︑
佐
嘉
ゟ
被

差
越
事
候
条
︑
前
を
以
両
番
頭
・
御
目
付
ハ
請
役
所
申
越
候
事
︑
附
手
明
槍
并
足

軽
乗
舩
之
儀
は
︑
両
御
番
所
御
目
付
ゟ
前
を
以
︑
会
所
迄
申
遣
候
事

一

両
番
頭
行
列
ニ
相
立
候
鉄
炮
持
手
男
拾
人
宛
︑
無
迦
被
差
越
候
様
︑
是
又
前
を
以

番
頭
・
御
目
付
ゟ
請
役
所
迄
申
遣
候
事

一

谷
・
戸
町
心
遣
人
江
御
番
替
リ
一
両
日
前
︑
従
番
頭
金
子
百
疋
宛
遣
候
事
︑
但
右

金
子
此
節
計
︑
従

御
上
被
差
出
付
而
︑
前
廉
深
堀
詰
着
座
江
申
談
︑
両
御
番
所

御
目
付
よ
り
深
堀
御
蔵
役
江
申
遣
請
取
之
︑
下
目
付
ニ
而
遣
候
︑
尤
訖
と
差
遣
候

而
は
兼
而
之
格
之
由
ニ
而
︑
受
納
不
仕
儀
も
有
之
候
付
︑
御
番
所
詰
以
下
︑
下
々

抔
在
番
中
何
角
世
話
ニ
相
成
候
故
︑
所
之
衆
江
酒
遣
度
候
︑
其
心
遣
頼
入
候
由
ニ

而
遣
候
也

一

御
条
目
写
并
従
御
家
老
中
︑
番
頭
・
御
目
付
江
之
手
頭
佐
賀
罷
帰
候
上
︑
御
側
・

請
役
所
江
夫
々
相
調
候
事

一

筑
前
ゟ
被
差
越
候
御
番
人
之
舩
相
見
ヘ
候
ハ
ヽ
︑
香
焼
遠
見
ゟ
深
堀
江
早
速
致
註

進
︑
其
趣
御
番
所
江
無
遅
滞
︑
通
達
有
之
候
様
︑
前
を
以
深
堀
江
申
談
置
候
事

一

筑
前
ゟ
之
御
番
人
︑
上
嶋
着
舩
之
上
︑
西
泊
御
番
所
江
使
者
差
越
候
︑
此
節
取
合

之
仕
組

一
右
使
ニ
而
︑
表
城
戸
番
屋
江
番
人
ゟ
引
入
︑
番
頭
家
来
差
出
承
次
候
事

一
此
節
筑
前
番
頭
ゟ
口
上
書
并
請
取
証
文
之
充
所
之
名
︑
相
尋
候
書
付
︑
両
通
差
越

候
右
返
答
︑
以
切
紙
申
遣
候
趣

今
度
両
御
番
所
︑
為
御
請
取
各
様
御
越
之
由
御
苦
労
之
儀
御
座
候
︑
何
日
上
嶋

迄
御
着
舩
付
而
︑
明
何
日
朝
御
奉
行
所
被
相
伺
︑
御
差
図
次
第
即
日
御
請
取
可

被
成
旨
︑
御
口
上
書
之
趣
得
貴
意
存
候
︑
御
番
所
為
可
相
渡
︑
鍋
嶋
志
摩
被
申

付
罷
越
居
候
条
︑
右
之
段
志
摩
并
戸
町
番
頭
へ
も
申
聞
︑
御
奉
行
所
江
此
方
ゟ

も
得
御
差
図
候
上
︑
弥
御
番
所
可
相
渡
候
間
︑
其
御
心
得
可
被
成
候
︑
且
又
以

御
別
紙
︑
御
尋
之
通
承
知
也
︑
則
書
付
差
遣
候
以
上

月
日

但
右
之
辻
は
大
部
跡
方
之
畢
竟
ニ
而
相
定
候
︑
若
筑
前
ゟ
之
紙
面
ニ
相
替
リ
候

趣
も
有
之
節
は
︑
随
其
趣
︑
加
吟
味
可
相
認
事

一

別
紙
切
紙
ニ
而
答
書

覚

一
両
御
番
所
被
召
置
候

公
儀
御
石
火
矢
・
大
筒
并
玉
薬
其
外
御
道
具
︑
御
請
取
目

録
御
対
之
者
名
付
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何
か
し

但
西
泊
番
頭
ノ
名

何
か
し

但
戸
町
番
頭
ノ
名

何
か
し

但
深
堀
詰
着
座
ノ
名

一

丹
後
守
自
分
道
具
当
時
御
預
目
録

御
対
之
者
名
付

其
節
御
差
越
候
御
石
火
矢
方
頭
人
之
名

何
か
し

以
上

一

右
之
趣
早
速
︑
志
摩
并
戸
町
番
頭
江
西
泊
番
頭
ゟ
申
通
候
上
︑
志
摩
ゟ
水
浦
迄
使

者
を
以
︑
筑
前
御
番
人
江
右
点
合
申
述
候
事

一

御
番
渡
当
日
西
泊
・
戸
町
・
諸
番
所
其
外
足
軽
割

一
表
城
戸
番
四
人
充

一
裏
城
戸
番
四
人
充

一
遠
見
番
四
人
充

一
御
蔵
番
弐
人
充

一
但
西
泊
存

道
生
田
番
四
人
充

右
何
も
行
儀
羽
織
着

一
但
修
理
方
役
足
軽

小
屋
帳
箱
持
壱
人

一
但
御
石
火
矢
方
足
軽
之
内
ゟ

御
石
火
矢
方
帳
箱
其
外
鑰
箱
持
弐
人

一

御
番
人
罷
帰
候
節
︑
諫
早
ゟ
之
乗
舩
割
方
為
心
遣
︑
双
方
ゟ
足
軽
両
人
充
︑
御
番

渡
之
前
日
よ
り
諫
早
差
越
候
事

一

御
番
人
用
之
人
馬
︑
長
崎
御
蔵
屋
敷
迄
参
居
候
を
請
取
︑
銘
々
之
割
付
︑
尤
人
足

等
〆
心
遣
と
し
て
︑
両
御
番
所
ゟ
下
目
付
壱
人
充
︑
御
番
渡
之
当
日
未
明
︑
長
崎

御
屋
敷
差
越
候
事

一

御
番
人
数
・
荷
物
両
御
番
所
ゟ
長
崎
御
屋
敷
差
送
候
儀
︑
奥
ニ
有
之
候
舩
割
之
通

銘
々
前
を
以
乗
せ
組
置
︑
当
日
支
無
之
様
可
仕
事
︑
附
足
軽
・
荷
物
之
儀
ハ
平
太

舩
ニ
乗
せ
︑
但
夜
半
比
ゟ
長
崎
御
屋
敷
差
越
︑
右
平
太
舩
夜
明
さ
る
前
ニ
御
番
所

漕
戻
︑
早
速
右
舩
ニ
惣
足
軽
乗
組
︑
御
番
渡
前
長
崎
渡
海
い
た
し
候
事

一

惣
足
軽
長
崎
御
屋
敷
参
候
上
︑
猥
無
之
様
御
目
付
ゟ
心
遣
候
事

西
泊
舩
割

一
御
番
所
詰
舟

廿
挺
立
壱
艘

番
頭
舩

右
舩
舸
子
筋
帷
子
着

一
右
同

四
十
六
挺
立
壱
艘

番
頭
供
舟

番
頭
所
持
之
武
具
餝
之

右
同
断

但
此
舩
之
舸
子
︑
筋
帷
子
不
足
之
時
ハ
不
及
着
用

一
右
同

廿
挺
立
壱
艘

御
目
付
乗
舩

右
舩
舸
子
帷
子
着

一
深
堀
舩

拾
弐
挺
立
壱
艘

物
頭
乗
舩

右
同
断

一
右
同

八
挺
立
壱
艘

御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

右
同
断

但
此
舩
之
舸
子
︑
筋
帷
子
不
足
之
時
は
不
及
着
用

一
御
番
所
詰
舩

四
挺
立
壱
艘

遠
見
番
・
御
蔵
番
人
乗
舩

右
舩
舸
子
筋
帷
子
着
用

一
深
堀
舩

四
挺
立
壱
艘

表
城
戸
・
裏
城
戸
番
人
乗
舩

右
同
断

一
御
番
所
詰
舩

平
太
壱
艘

惣
足
軽
乗
組
︑
御
番
渡
前
長
崎
罷
越
候

右
舩
舸
子
︑
筋
帷
子
不
及
着
用

一
深
堀
舩

廿
挺
立
壱
艘

御
石
火
矢
方
頭
人
乗
舩
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右
舩
舸
子
︑
筋
帷
子
着

戸
町
舩
割

一
御
番
所
詰
舩

廿
挺
立
壱
艘

番
頭
舩

右
舩
舸
子
︑
筋
帷
子
着

一
右
同

四
十
六
挺
立
壱
艘

番
頭
供
舩

番
頭
所
持
之
武
具
餝
之

右
同
断

但
此
舩
之
舸
子
︑
筋
帷
子
不
足
之
時
は
不
及
着
用

一
右
同

廿
挺
立
壱
艘

御
目
付
乗
舩

右
舩
舸
子
︑
筋
帷
子
着

一
深
堀
舩

拾
弐
挺
立
壱
艘

物
頭
乗
舩

右
同
断

一
右
同

八
挺
立
壱
艘

御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

右
同
断

但
此
舩
之
舸
子
︑
筋
帷
子
不
足
之
時
ハ
不
及
着
用

一
御
番
所
詰
舩

四
挺
立
壱
艘

遠
見
番
・
表
城
戸
番
乗
舩

右
舩
舸
子
筋
帷
子
着

一
深
堀
舩

四
挺
立
壱
艘

御
蔵
番
・
裏
城
戸
番
乗
舩

右
同
断

一
御
番
所
詰
舩

平
太
壱
艘

惣
足
軽
乗
舩
︑
御
番
渡
前
長
崎
罷
越
候

右
舩
舸
子
︑
筋
帷
子
不
及
着
用

一

右
舩
割
之
趣
︑
西
泊
・
戸
町
共
ニ
番
頭
・
御
目
附
・
物
頭
申
談
︑
前
を
以
御
舩
頭

共
江
能
呑
込
罷
□
舩
作
法
・
舩
行
儀
︑
聊
猥
無
之
様
入
念
□
□
□
事
︑
附
深
堀
舩

之
儀
ハ
︑
前
を
以
彼
地
詰
着
座
申
談
︑
御
舩
頭
共
江
可
申
含
事

一

右
之
内
深
堀
舩
之
儀
当
日
之
前
晩
︑
両
御
番
所
乗
廻
候
様
前
を
以
︑
深
堀
詰
着
座

ヘ
申
談
置
︑
着
舩
之
上
御
番
所
舩
方
存
之
︑
物
頭
請
取
致
支
配
候
事

御
番
渡
之
当
日
深
堀
ゟ
参
候
舩
数

一
柳
丸

志
摩
乗
舩

あ
か
ね
幕
・
仕
切
幔
幕

合
羽
苫

舸
子
筋
帷
子
着

一
柳
丸
付
舩
二
艘

但
右
柳
丸
并
付
舩
共
二
志
摩
手
舩

一
白
川
丸

番
頭
中
乗
舩

舩
餝
︑
柳
丸
同
前

一
廿
挺
立
壱
艘

深
堀
詰
着
座
舩

木
綿
幕

舸
子
筋
帷
子
着

一
四
十
六
挺
立
壱
艘

志
摩
供
舩

右
同
断

一
鳴
子

風
切
間
壱
艘

白
川
丸
付
舩

右
舩
︑
舸
子
筋
帷
子
着

一
註
進
舩
壱
艘

道
生
田
番
人

頭
人
乗
舩
ニ
付
乗
舩
用
︑
但
御
石
火
矢
方

右
同
断

西
泊
舩
繋
之
次
第

表
波
止
場
西
脇
ゟ

一
番

志
摩
乗
舩

柳
丸

小
舩

小
舩

二
々

番
頭
中
乗
舩

白
川
丸
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付
舩

鳴
子
・
風
切
間

三
々

御
石
火
矢
方
頭
人
乗
舩

廿
挺
立

付
舩

註
進
舩

四
々

西
泊
御
目
付
乗
舩

廿
挺
立

五
々

西
泊
物
頭
乗
舩

十
二
挺
立

六
々

御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

八
挺
立

七
々

但
柳
丸
付
舩
之
内

小
舩
壱
艘

右
何
も
如
次
第
︑
舮
付
ニ
行
儀
能
繋
居
候

遠
見
番
・
御
蔵
番
人
乗
舩

四
挺
立

右
舩
︑
遠
見
之
下
ニ
繋
置
候
事

表
城
戸
・
裏
城
戸
番
人
乗
舩

四
挺
立

右
舩
︑
裏
波
止
場
之
方
ニ
繋
置
候
事

一
番

西
泊
番
頭
舩

廿
挺
立

二
々

戸
町
番
頭
舩

廿
挺
立

三
々

深
堀
詰
着
座
舩

廿
挺
立

但
︑
少
間
を
置

四
々

志
摩
供
舩

四
十
六
挺
立

五
々

西
泊
番
頭
供
舩

四
十
六
挺
立

右
舩
数
︑
す
す
れ
の
方
ニ
乗
出
︑
御
番
所
之
方
ゟ
如
次
第
︑
立
碇
ニ
而
繋
候
事

戸
町
舩
繋
之
次
第

一
番

戸
町
御
目
附
乗
舩

廿
挺
立

但
波
止
場
と
此
舩
之
間
ニ
︑
御
石
火
矢
方
頭
人
乗
舩
︑
廿
挺
立
并
註
進
舩
共
ニ

弐
艘
︑
繋
場
明
置
候
事

二
々

戸
町
物
頭
乗
舩

拾
弐
挺
立

三
々

御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

八
挺
立

右
如
次
第
︑
表
波
止
之
際
ゟ
裏
波
止
之
方
ヘ
段
々
︑
行
儀
能
舮
付
ニ
繋
居
候
事

遠
見
番
表
城
戸
番
乗
舩

四
挺
立

此
舩
遠
見
之
下
二
繋
居
候

御
蔵
番
・
裏
城
戸
番
乗
舩

四
挺
立

此
舩
裏
波
止
場
ニ
繋
置
候

戸
町
番
頭
供
舩

四
拾
六
挺
立

此
舩
裏
波
止
場
沖
江
立
碇
ニ
而
繋
候
事

一

御
番
渡
之
当
日
朝
︑
筑
前
御
番
人
御
奉
行
所
罷
出
相
伺
︑
其
段
到
来
有
之
候
上
︑

志
摩
両
御
奉
行
所
罷
出
︑
御
番
所
相
渡
候
儀
相
伺
︑
御
差
図
之
上
ニ
而
︑
志
摩
ゟ

早
速
筑
前
番
頭
ヘ
今
日
御
番
所
可
相
渡
旨
︑
以
使
者
申
遣
︑
志
摩
ニ
ハ
西
泊
之
様

罷
越
候
事

一

両
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
・
御
石
火
矢
役
頭
人
・
御
目
附
・
物
頭
︑
西
泊
・
道
生
田

陸
ニ
而
召
連
候
従
者
之
覚

一

番
頭
・
深
堀
詰
着
座
従
者

羽
織
袴
着

若
党
弐
人
充

草
履
取
壱
人
充

槍
持
壱
人
充
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挟
箱
持
壱
人
充

右
之
者
共
ハ
白
川
丸
ニ
乗
組
候
︑
其
内
中
間
之
儀
ハ
付
舩
ニ
乗
せ
︑
舩
上
リ
之
節
︑

不
懸
合
な
き
様
ニ
仕
組
候
事

一

御
石
火
矢
役
頭
人
従
者
数
前
ニ
同

一

御
目
付
・
物
頭
従
者

羽
織
着

若
党
弐
人
充

草
履
取
壱
人
充

槍
持
壱
人
充

右
之
分
充
︑
召
連
候
残
従
者
ハ
前
ニ
有
之
通
︑
割
付
之
舩
々
ニ
乗
せ
置
候
事

一

於
西
泊
御
番
渡
之
節
立
会
人
数

鍋
嶋
志
摩

西
泊
番
頭

戸
町
番
頭

深
堀
詰
着
座

御
石
火
矢
方
頭
人

西
泊
御
目
付

西
泊
物
頭

西
泊
・
戸
町

御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
充

右
之
人
数
︑
大
城
戸
之
内
番
屋
之
前
ニ
並
居
︑
御
番
請
取
之
畢
竟
を
以
︑
筑
前
番

人
江
申
談
︑
御
番
引
渡
之
相
澄
候
上
︑
何
も
乗
舩
之
事

一

御
石
火
矢
方
頭
人
并
付
役
両
人
は
︑
右
之
場
所
よ
り
御
蔵
之
様
参
︑
筑
前
役
人
江

立
会
引
渡
候
事

一

志
摩
并
両
番
頭
・
深
堀
詰
着
座
・
西
泊
御
目
付
之
儀
︑
道
生
田
之
様
ニ
罷
越
候
事

一

御
石
火
矢
方
頭
人
之
儀
︑
西
泊
ゟ
直
ニ
戸
町
ヘ
参
︑
彼
地
御
蔵
引
渡
之
︑
道
生
田

之
様
ニ
罷
越
候
事

附
付
役
両
人
共
ニ
頭
人
舩
ニ
乗
リ
候
て
罷
越
候
事

西
泊
ゟ
道
生
田
渡
海
之
舩
行
列

但
御
石
火
矢
方
頭
人
は
戸
町
罷
越
候
付
除
之

志
摩
乗
舩

番
頭
中
乗
舩

西
泊
御
目
付
乗
舩

①
柳
丸

小
舩

小
舩

②
白
川
丸

鳴
子

風
切
間
付
ク

③
弐
十
挺
立

西
泊
番
頭
舩

戸
町
番
頭
舩

深
堀
詰
着
座

志
摩
供
舩

④
弐
十
挺
立

⑤
弐
十
挺
立

⑥
弐
十
挺
立

⑦
四
拾
六
挺
立

小
舩

道
生
田
舩
繋
之
次
第

波
止
場
ゟ
木
鉢
之
方
南
ゟ

壱
番

志
摩
乗
舩

柳
丸

小
舩

小
舩

二
々

番
頭
中
乗
舩

白
川
丸

付
舩

鳴
子

風
切

間

三
々

御
石
火
矢
役
頭
人
乗
舩

弐
十
挺
立

四
々

西
泊
御
目
付
乗
舩

弐
十
挺
立

五
々

西
泊
番
頭
舩

弐
十
挺
立

六
々

戸
町
番
頭
舩

弐
十
挺
立

七
々

深
堀
詰
着
座
舩

弐
十
挺
立

八
々

道
生
田
御
蔵
番
乗
舩

註
進
舩

九
々

但
柳
丸
付
舩
之
内

小
舩

右
如
次
第
︑
舮
付
ニ
繋
居
候
事
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志
摩
供
舩

四
拾
六
挺
立

右
舩
は
沖
江
立
碇
ニ
而
繋
居
候
事

一

西
泊
詰
物
頭
・
御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
︑
表
城
戸
番
人
・
裏
城
戸
番
人
・
御
蔵
番

人
・
遠
見
番
人
其
外
役
有
之
而
︑
御
番
所
江
残
居
候
足
軽
之
儀
︑
直
ニ
長
崎
罷
越

候
事
︑
附
番
頭
供
舩
之
四
十
六
挺
立
も
︑
一
同
ニ
長
崎
罷
越
候
事

一

右
所
之
番
人
・
足
軽
之
儀
︑
御
番
渡
相
済
候
を
見
合
︑
幕
等
無
遅
々
取
仕
廻
︑
筑

前
番
人
江
居
替
り
候
上
︑
早
速
割
付
之
舩
々
ニ
乗
込
︑
都
合
一
同
ニ
長
崎
罷
越
候

事
︑
表
城
戸
番
乗
舩
之
舸
子
前
方
よ
り
︑
目
ニ
不
立
所
江
召
置
︑
可
持
ス
之

道
生
田
江
不
相
越
︑
西
泊
ゟ
直
ニ
長
崎
渡
海
之
舩
行
列

西
泊
物
頭
舩

西
泊
御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

①
拾
二
挺
立

②
八
挺
立

西
泊
番
頭
供
舩

番
人
乗
舩

番
人
乗
舩

③
四
十
六
挺
立

④
四
挺
立

⑤
四
挺
立

右
は
道
生
田
罷
越
候
舩
︑
不
残
出
舩
之
跡
ニ
早
速
漕
出
︑
長
崎
御
屋
敷
表
波
止

ニ
着
ク

一

戸
町
御
番
所
ニ
而
出
会
人
数戸

町
御
目
付

同

物
頭

右
之
外
︑
御
石
火
矢
方
頭
人
西
泊
ゟ
罷
越
立
会
︑
大
城
戸
之
内
ニ
而
筑
前
番
人

江
出
会
候
事

一

御
石
火
矢
方
頭
人
之
儀
︑
戸
町
御
番
所
之
御
蔵
引
渡
︑
道
生
田
之
様
ニ
罷
越
候
事

一

戸
町
詰
御
目
付
・
物
頭
・
御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
并
表
城
戸
・
裏
城
戸
・
御
蔵
番
・

遠
見
番
︑
扨
又
役
有
之
而
相
残
居
候
足
軽
之
儀
︑
直
ニ
長
崎
之
様
罷
越
候
事

一

右
所
々
番
人
共
江
幕
・
槍
等
取
仕
廻
様
之
儀
︑
西
泊
同
然
ニ
前
を
以
︑
番
頭
ゟ
申

付
候
事

戸
町
ゟ
直
長
崎
渡
海
之
舩
行
列

戸
町
御
目
付
乗
舩

戸
町
物
頭
乗
舩

戸
町
御
石
火
矢
方
付
役
乗
舩

①
弐
十
挺
立

②
拾
弐
挺
立

③
八
挺
立

戸
町
番
頭
供
舩

番
人
乗
舩

番
人
乗
舩

④
四
十
六
挺
立

⑤
四
挺
立

⑥
四
挺
立

右
は
筑
前
番
人
ニ
居
替
り
候
上
︑
早
速
出
舩
長
崎
裏
波
止
ニ
着
ク

一

両
御
番
所
人
数
之
儀
︑
両
番
頭
御
奉
行
所
勤
相
済
候
迄
は
︑
長
崎
御
屋
敷
相
扣
罷

在
︑
尤
其
間
之
儀
︑
猥
之
儀
無
之
様
︑
両
目
付
よ
り
致
心
遣
︑
下
目
付
共
入
念
候

様
申
付
候
事

但
御
石
火
矢
方
付
役
并
惣
足
軽
︑
先
達
而
長
崎
可
罷
立
候
︑
此
節

足
軽
江
は
双
方
ゟ
下
目
付
壱
人
充
相
付
候
事

一

道
生
田
御
蔵
引
渡
人
数
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鍋
嶋
志
摩

西
泊
番
頭

戸
町
番
頭

深
堀
詰
着
座

御
石
火
矢
方
頭
人

西
泊
御
目
付

西
泊
・
戸
町

御
石
火
矢
方
付
役
壱
人
充

右
人
数
︑
道
生
田
御
蔵
柵
内
ニ
普
居
︑
引
渡
之
候
事

一

於
道
生
田
︑
御
番
所
請
取
渡
之
刻
限
︑
無
相
違
様
︑
筑
前
番
頭
申
談
候
事

一

御
蔵
引
渡
相
澄
候
上
︑
何
も
乗
舩
︑
長
崎
之
様
罷
越
候
︑
尤
両
御
番
所
何
之
刻
ニ

無
異
儀
相
渡
候
之
趣
︑
志
摩
并
両
番
頭
ゟ
佐
嘉
江
註
進
可
仕
候
︑
此
註
進
聊
無
遅

滞
様
︑
前
廉
ゟ
聞
番
江
も
申
談
置
︑
海
陸
両
様
ニ
〆
早
速
註
進
状
差
越
候
事
︑
附

海
路
は
飛
舩
︑
陸
地
ハ
宿
継
可
差
立
候
︑
尤
前
を
以
聞
番
ゟ
矢
上
・
諫
早
心
遣
人

江
無
滞
様
︑
申
談
置
候
事

一

御
蔵
番
之
足
軽
引
渡
相
澄
候
上
ニ
而
︑
早
速
割
付
之
舩
ニ
乗
込
候
事

道
生
田
ゟ
長
崎
迄
之
舩
行
列
︑
但
深
堀
詰
着
座
ハ
道
生
田
ゟ
深
堀
罷

帰
候
事

志
摩
乗
舩

番
頭
中
乗
舩

御
石
火
矢
方
頭
人
乗
舩

①
柳
丸

小
舩

小
舩

②
白
川
丸

鳴
子

風
切
間

③
弐
十
挺
立註

進
舩

西
泊
御
目
付
乗
舩

西
泊
番
頭
舩

戸
町
番
頭
舩

④
弐
十
挺
立

⑤
弐
十
挺
立

⑥
弐
十
挺
立

志
摩
供
舩

⑦
四
拾
六
挺
立

小
舩

一

長
崎
着
舩
之
上
︑
志
摩
并
両
番
頭
・
聞
番
相
付
両
御
奉
行
所
罷
出
︑
両
御
番
所
并

道
生
田
御
薬
蔵
無
別
条
︑
相
渡
候
段
御
届
之
事
︑
附
両
御
奉
行
所
相
勤
候
上
︑
其

趣
聞
番
・
筑
前
聞
届
(マ
マ
)
迄
可
申
通
候
︑
右
は
此
方
ゟ
之
御
届
相
澄
候
上
ニ
而
︑
筑

前
御
番
人
罷
出
︑
御
届
い
た
し
候
付
而
也

一

両
御
奉
行
所
相
勤
候
上
︑
番
頭
御
屋
敷
罷
帰
︑
惣
人
数
一
同
ニ
長
崎
打
立
︑
佐
嘉

可
罷
帰
候
︑
尤
於
長
崎
何
分
之
用
た
り
共
︑
町
方
江
壱
人
も
不
差
遣
︑
且
亦
打
立

候
節
不
行
儀
之
儀
無
之
様
︑
御
条
目
之
趣
前
を
以
何
も
申
談
到
︑
其
節
御
目
付
と

し
て
心
遣
之
事
︑
但
行
列
一
通
御
番
請
取
之
節
長
崎
入
同
断

一

於
諫
早
︑
御
番
人
数
之
中
後
候
者
無
之
哉
︑
御
目
付
ゟ
下
目
付
を
以
相
改
︑
尤
出

舩
之
節
乗
後
無
之
様
︑
御
目
付
ゟ
下
目
付
江
心
遣
申
付
候
︑
自
然
都
合
出
舩
迄
不

参
合
者
於
有
之
は
︑
下
目
付
諫
早
残
置
︑
其
者
参
着
次
第
︑
下
目
付
之
舩
ニ
乗
せ

連
帰
候
様
可
申
付
候
︑
尤
遅
着
之
謂
下
目
付
ゟ
委
細
承
届
︑
佐
賀
罷
帰
候
上
︑
其

節
之
御
目
付
江
申
達
候
事
︑
附
右
後
候
者
其
夜
中
ニ
も
諫
早
不
罷
着
候
ハ
ヽ
︑
諫

早
ゟ
長
崎
迄
之
間
︑
為
探
促
両
人
程
︑
慥
成
者
申
付
候
様
︑
下
目
附
ゟ
郡
代
江
申

達
︑
下
目
付
も
相
付
矢
上
迄
罷
越
尋
之
︑
不
相
知
節
は
彼
地
心
遣
人
江
右
之
段
申

達
置
︑
長
崎
罷
通
聞
番
江
得
差
図
︑
致
探
促
︑
其
上
ニ
而
不
相
知
候
ハ
ヽ
︑
猶
又

聞
番
ゟ
探
促
有
之
候
様
相
達
置
︑
下
目
付
は
佐
嘉
可
罷
帰
候
︑
尤
聞
番
江
申
達
候

通
ニ
矢
上
心
遣
人
・
諫
早
郡
代
江
も
相
達
置
︑
佐
嘉
罷
着
候
上
︑
右
之
趣
其
節
之

御
目
付
迄
申
達
候
事
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一

跡
方
為
御
番
渡
︑
志
摩
被
差
越
候
上
ニ
着
座
一
人
御
差
添
被
遣
︑
両
番
頭
共
ニ
四

人
ニ
而
前
々
ゟ
渡
来
候
︑
然
処
頃
年
よ
り
深
堀
江
着
座
在
勤
被

仰
付
︑
此
着
座

御
番
渡
之
節
迄
出
勤
候
付
︑
右
ニ
而
相
済
︑
従
佐
賀
着
座
被
差
越
ニ
不
及
ニ
相
成

候
︑
然
共
若
深
堀
詰
着
座
出
勤
不
相
叶
儀
有
之
節
は
︑
右
之
通
前
々
ゟ
四
人
ニ
而

渡
来
候
格
付
而
︑
従
佐
賀
着
座
被
差
越
筈
︑
右
之
趣
得
其
意
罷
在
︑
若
深
堀
詰
着

座
当
病
等
之
砌
ハ
其
人
ゟ
前
を
以
︑
其
段
早
々
佐
賀
可
申
遣
候
︑
此
段
両
番
頭
為

心
得
︑
記
之
置
候
事

『表
題
﹄

正
徳
三
年

長
崎
御
番
所
記
録
之
中
内
代
一
通

秋
番
人
被

仰
付
罷
越
候
一
通

番
頭
壱
人
充

御
目
付
壱
人
充

物
頭
三
人
充

足
軽
五
十
五
人
充

但
道
生
田
番
西
泊
ゟ
相
勤
候
付
︑
戸
町
詰
足
軽
之
内
三
人
西
泊
江
相
加
︑
尤
双
方

足
軽
役
割
等
は
︑
御
番
請
取
記
録
ニ
有
之
通
也

一

秋
番
之
人
数
被

仰
付
候
上
︑
先
其
段
両
番
頭
ゟ
志
摩
并
在
勤
之
番
頭
・
長
崎
聞

番
江
為
心
得
申
遣
︑
其
以
後
出
足
日
限
相
極
次
第
︑
又
々
申
遣
候
事

一

御
石
火
矢
役
頭
人
并
付
役
之
儀
︑
夏
番
之
人
数
詰
続
ニ
被

仰
付
候
事

一

両
御
番
所
詰
人
数
偖
又
御
舩
数
等
之
儀
︑
秋
番
迄
は
大
番
中
付
而
︑
夏
番
之
通
相

詰
候
事
︑
但
詰
人
数
・
舩
数
等
委
細
は
人
数
帳
ニ
有
リ

一

佐
嘉
出
足
前
︑
御
番
人
数
致
参
会
︑
物
頭
・
長
崎
火
事
番
︑
御
番
所
役
割
・
小
屋

割
︑
扨
又
都
合
諫
早
渡
海
舩
其
外
人
馬
等
之
儀
迄
︑
御
番
請
取
記
録
之
中
︑
其
前

見
合
其
畢
竟
を
以
︑
相
伺
候
事
︑
附
為
詰
代
︑
罷
越
候
足
軽
名
書
会
所
ゟ
御
目
付

請
取
︑
右
写
前
を
以
︑
御
番
所
在
勤
之
御
目
付
迄
差
越
候
事

一

内
代
リ
被

仰
付
付
而
︑
御
奉
行
衆
江
之
御
口
上
等
︑
従
御
側
︑
番
頭
江
相
含
︑

此
節
︑
夏
番
頭
偖
又
御
石
火
矢
役
両
頭
人
江
之
奉
書
も
相
渡
リ
候
事

一

今
津
・
諫
早
・
矢
上
・
御
番
所
江
︑
両
番
頭
合
印
渡
置
候
︑
其
謂
御
番
請
取
記
録

ニ
有
リ

一

諫
早
着
舩
之
上
︑
従
両
番
頭
︑
志
摩
并
在
勤
之
番
頭
・
長
崎
聞
番
江
︑
何
時
諫
早

致
着
舩
候
︑
追
付
矢
上
罷
越
︑
何
日
ニ
御
番
所
居
代
リ
可
申
由
書
状
︑
宿
継
を
以

差
越
候
事
︑
附
乗
舩
之
儀
︑
帰
リ
番
人
中
用
ニ
諫
早
繋
置
候
事

一

矢
上
参
着
之
上
又
々
宿
継
を
以
︑
何
も
矢
上
参
揃
候
段
申
越
候
事
︑
附
前
ニ
有
之

奉
書
︑
於
西
泊
︑
一
同
ニ
可
相
達
候
条
︑
戸
町
番
頭
・
御
石
火
矢
頭
人
当
日
西
泊

罷
越
居
候
様
申
遣
候
事

一

御
番
所
弥
何
日
可
致
交
代
由
︑
長
崎
ゟ
返
答
矢
上
申
来
候
上
︑
当
日
未
明
八
ツ
過

打
立
︑
一
瀬
ニ
而
惣
人
数
相
揃
︑
夜
明
比
御
屋
敷
罷
越
候
事
︑
附
一
瀬
ゟ
長
崎
入

之
行
列
等
御
番
請
取
記
録
ニ
有
リ
︑
但
足
軽
共
は
下
目
付
相
付
︑
八
ツ
時
已
前
︑

矢
上
打
立
先
達
而
︑
長
崎
御
屋
敷
罷
越
候
事

一

長
崎
御
屋
敷
参
着
之
上
︑
志
摩
并
両
番
頭
・
聞
番
相
付
︑
両
御
奉
行
所
罷
出
︑
御

口
上
番
頭
申
達
︑
内
代
之
儀
相
伺
︑
勝
手
次
第
︑
居
代
候
様
御
差
図
有
之
候
事

一

御
条
目
之
中
番
代
之
節
︑
両
番
人
数
長
崎
江
少
時
も
滞
間
敷
候
︑
於
矢
上
︑
申
合

長
崎
罷
着
︑
奉
行
所
相
勤
早
速
御
番
所
可
罷
越
候
︑
何
分
之
用
事
其
外
調
物
等
と

候
而
︑
壱
人
も
町
方
江
差
遣
間
敷
候
︑
尤
長
崎
出
入
之
節
不
行
儀
無
之
様
︑
能
々

心
遣
可
仕
事
︑
附
代
番
之
者
も
同
断
之
事

右
之
通
︑
御
書
載
有
之
候
事
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一

此
節
罷
越
候
人
数
︑
長
崎
ゟ
渡
海
舩
之
儀
︑
従
両
御
番
所
致
舩
割
︑
乗
組
名
書
舮

ニ
銘
々
押
付
参
居
候
︑
双
方
御
番
人
︑
致
乗
舩
候
波
止
場
之
儀
︑
御
番
請
取
記
録

ニ
有
リ

右
舩
割

西
泊

番
頭
乗
舩

一
廿
挺
立
壱
艘

御
目
付
乗
舩
召
仕
・
荷
物
迄

一
廿
挺
立
壱
艘

物
頭
三
人
乗
舩

一
廿
挺
立
壱
艘

番
頭
供
舩

一
四
十
二
挺
立
壱
艘

右
附
舩

一
六
挺
立
壱
艘

物
頭
三
人
之
召
仕
・
荷
物
迄

一
四
十
二
挺
立
壱
艘

足
軽
乗
舩
荷
物
迄

一
平
太
舩
壱
艘

番
頭
・
御
目
付
・
物
頭
中
迄
之
駕
籠
乗
せ
送
候
用

一
平
太
舩
壱
艘

戸
町

舩
割
右
同
断

一

番
頭
請
取
候
物
数

西
泊

一
御
石
火
矢
蔵
・
御
薬
蔵
鑰
一
箱

一
御
条
目
写
一
箱

一
御
家
老
中
手
頭
一

一
記
録
一
袋

戸
町

一
御
石
火
矢
蔵
・
御
玉
蔵
并
切
組
小
屋
入
居
候
蔵
鑰
一
箱

一
御
条
目
写
一
箱

一
御
家
老
中
手
頭
一

一
記
録
一
袋

右
之
通
︑
双
方
番
頭
請
取
之
候
事

一

御
目
付
江
御
家
老
中
ゟ
之
手
頭
︑
此
節
罷
越
候
御
目
付
請
取
之
候
事

一

物
頭
存
之
武
具
︑
秋
番
之
物
頭
銘
々
請
取
之
候
事

一

小
屋
帳
箱
修
理
方
存
︑
物
頭
請
取
之
候
事

一

御
番
所
何
日
ニ
居
替
候
段
︑
番
頭
ゟ
御
側
・
請
役
所
江
も
註
進
之
事
︑
附
御
奉
行

所
江
番
頭
出
勤
之
刻
︑
従

殿
様
之
御
口
上
申
達
候
上
︑
其
節
御
返
答
被
仰
聞
候

ハ
ヽ
︑
其
段
も
此
節
御
側
註
進
之
事

夏
番
之
人
数
罷
帰
候
一
通

一

秋
番
之
人
数
仰
付
有
之
︑
凡
何
日
比
罷
越
候
段
申
来
候
上
︑
罷
帰
候
御
番
人
中
入

用
之
人
馬
之
儀
︑
双
方
御
目
付
ゟ
前
を
以
︑
矢
上
・
諫
早
申
置
候
︑
尤
交
代
日
限

相
極
候
上
︑
其
段
又
々
申
遣
候
事

一

交
代
一
両
日
以
前
︑
谷
庄
屋
江
ハ
西
泊
番
頭
ゟ
︑
戸
町
心
遣
人
江
は
戸
町
番
頭
ゟ

金
子
百
疋
充
以
下
︑
目
付
差
遣
候
事

一

罷
帰
候
御
番
人
用
之
人
馬
︑
長
崎
御
屋
敷
迄
参
居
候
を
請
取
︑
銘
々
割
付
其
外
都

合
〆
心
遣
と
し
て
︑
両
御
番
所
ゟ
下
目
付
壱
人
充
︑
当
日
未
明
長
崎
御
屋
敷
差
越

候
事

一

右
御
番
人
︑
於
諫
早
︑
乗
舩
為
心
遣
︑
此
節
相
代
リ
︑
罷
帰
候
足
軽
之
内
両
人
充
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申
付
︑
当
日
未
明
よ
り
諫
早
差
越
候
事

一

秋
番
之
人
数
︑
長
崎
ゟ
両
御
番
所
罷
越
候
迎
舩
之
儀
︑
前
ニ
有
之
趣
見
合
︑
舩
割

并
押
札
等
迄
致
其
通
︑
当
日
未
明
長
崎
差
越
候
︑
其
内
御
屋
敷
波
止
場
表
裏
着
ニ

分
リ
︑
双
方
御
番
人
致
乗
舩
候
順
ニ
申
付
候
事

一

罷
帰
候
御
番
人
中
︑
双
方
ゟ
長
崎
渡
海
舩
之
儀
︑
舩
割
并
着
舩
之
波
止
場
迄
︑
秋

番
之
迎
舩
同
前
︑
其
中
繰
合
有
之
趣
左
ニ
書
載

西
泊

番
頭
乗
舩

一
廿
挺
立
壱
艘

御
目
付
乗
舩
召
仕
・
荷
物
迄

一
廿
挺
立
壱
艘

物
頭
三
人
乗
舩

一
廿
挺
立
壱
艘

右
三
艘
︑
秋
番
之
人
数
御
番
所
着
舩
之
上
︑
其
乗
組
之
通
︑
致
乗
舩
候
事

番
頭
供
舩

一
四
十
六
挺
立
一
艘

但
天
満
有
之
付
附
舩
ニ
不
及

物
頭
三
人
之
召
仕
・
荷
物
迄

一
四
十
二
挺
立
一
艘

足
軽
乗
舩
荷
物
迄

一
平
太
舩
一
艘

番
頭
・
御
目
付
・
物
頭
中
迄
之
駕
籠
乗
せ
送
候
用

一
平
太
舩
一
艘

右
三
艘
之
儀
︑
秋
番
人
之
迎
舩
ニ
長
崎
差
越
候
節
︑
如
書
載
乗
せ
組
差
出
︑
御
屋

敷
着
舩
之
上
︑
荷
物
等
早
速
取
揚
罷
越
候
︑
人
々
荷
物
乗
せ
組
候
様
仕
候
事

戸
町

舩
割
其
外
右
同
断
︑
附
奉
書
為
披
見
︑
番
頭
・
御
石
火
矢
役
頭
人
西
泊
罷
越
候
節
︑

乗
舩
十
二
挺
立
之
事

一

交
替
之
節
︑
番
頭
・
御
目
付
・
物
頭
ゟ
引
渡
候
物
数
之
儀
︑
前
ニ
有
之
候
︑
其
通

代
リ
番
之
人
江
銘
々
引
渡
之
︑
何
も
請
取
︑
手
頭
取
置
候
事

一

交
替
相
澄
︑
長
崎
着
舩
之
上
︑
御
奉
行
所
江
番
頭
出
勤
︑
御
屋
敷
罷
帰
︑
左
候
而
︑

前
ニ
有
之
奉
書
御
請
相
認
︑
出
足
以
前
宿
継
を
以
差
越
候
︑
且
又
右
御
奉
行
所
勤

之
節
︑
殿
様
江
之
御
返
答
被
仰
聞
候
得
は
︑
其
段
も
右
奉
書
御
請
之
刻
申
越
候
事
︑

附
番
頭
・
鉄
炮
持
・
槍
持
之
儀
︑
秋
番
頭
連
来
候
手
男
︑
於
長
崎
請
取
︑
為
持
之

候
事

一

御
目
付
・
物
頭
中
之
儀
︑
両
番
頭
御
奉
行
所
勤
相
澄
候
迄
は
︑
長
崎
御
屋
敷
相
扣

罷
有
︑
惣
人
数
一
同
ニ
長
崎
可
罷
立
候
︑
尤
猥
之
儀
無
之
様
両
御
目
付
ゟ
致
心
遣
︑

下
目
付
共
江
申
付
候
事
︑
附
行
列
長
崎
入
同
前
候
︑
但
惣
足
軽
之
儀
︑
下
目
附
壱

人
相
付
︑
先
達
而
長
崎
罷
立
候
事

冬
番
人
数
被

仰
付
罷
越
候
一
通番

頭
壱
人
充

御
目
付
壱
人
充

物
頭
壱
人
充

此
内
壱
人
は
︑
御
石
火
矢
方
役
之
侍
ゟ
罷
越
候

御
石
火
矢
方
付
役
弐
人
充

足
軽
四
十
五
人
充

但
道
生
田
番
︑
西
泊
ゟ
相
勤
候
付
︑
戸
町
詰
足
軽
之
内
三
人
西
泊
江
相
加
︑

尤
双
方
足
軽
役
割
等
は
︑
御
番
請
取
記
録
ニ
有
之
通
也

詰
舩
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四
十
六
挺
立
一
艘
充

廿
挺
立
二
艘
充

平
太
舩
一
艘
充

四
挺
立
一
艘
充

一

冬
番
之
人
数
被

仰
付
候
上
︑
佐
嘉
出
足
以
後
︑
其
外
御
奉
行
所
勤
御
番
所
居
リ

迄
之
儀
共
︑
万
端
秋
番
之
人
数
罷
越
候
節
︑
同
前
但
︑
舩
方
・
修
理
方
︑
長
崎
火

事
勤
・
嶋
廻
等
之
儀
︑
減
番
以
後
双
方
共
ニ
︑
物
頭
壱
人
充
ニ
而
相
勤
候
事
︑
附

御
武
具
并
足
軽
支
配
之
儀
︑
右
同
断

一

御
番
舩
之
儀
︑
小
番
ニ
相
成
候
付
而
相
減
候
︑
右
乗
組
偖
又
詰
人
数
等
︑
委
細
人

数
帳
ニ
有
リ

一

冬
番
人
数
︑
長
崎
参
着
之
上
︑
番
頭
御
奉
行
所
勤
之
節
︑
志
摩
不
罷
上
ニ
付
深
堀

詰
着
座
差
副
︑
尤
聞
番
相
付
罷
出
候
︑
依
之
右
着
座
江
其
旨
奉
書
︑
於
佐
嘉
︑
冬

番
頭
江
相
渡
候
を
持
越
︑
諫
早
ゟ
先
達
而
深
堀
申
通
︑
長
崎
参
着
之
上
相
渡
候
事

一

此
節
罷
越
候
人
数
︑
従
長
崎
渡
海
舩
之
儀
︑
御
番
所
ゟ
致
舩
割
︑
乗
組
名
書
舮
ニ

銘
々
押
付
参
居
候
︑
双
方
御
番
人
数
致
乗
舩
候
波
止
場
之
儀
︑
御
番
請
取
記
録
ニ

有
リ
︑
但
御
目
付
・
物
頭
之
儀
︑
長
崎
参
着
之
上
御
屋
敷
ニ
少
も
不
相
滞
︑
早
速

双
方
罷
越
候
事

﹇
別
紙
﹈

舩
方
・
修
理
方
︑
長
崎
火
事
勤
・
嶋
廻
リ
等
之
儀
︑
跡
方
ヘ
御
石
火
矢
役
之
内
侍

ゟ
勤
来
候
得
共
︑
享
保
六
年
丑
ノ
十
月
︑
冬
番
ゟ
手
明
槍
物
頭
西
五
太
夫
西
泊
之

儀
︑
相
勤
被
申
筈
之
由
ニ
︑
請
役
所
ニ
お
い
て
︑
深
江
六
左
衛
門
ニ
申
聞
候
事

右
舩
割

西
泊

番
頭
乗
舩

一
廿
挺
立
壱
艘

御
目
付
壱
人
・
物
頭
壱
人
乗
舩
召
仕
・
荷
物
迄

一
廿
挺
立
壱
艘

右
附
舩

一
四
挺
立
壱
艘

御
石
火
矢
方
付
役
弐
人
乗
舩
荷
物
迄

一
八
挺
立
壱
艘

但
深
堀
舩
ニ
付
而
︑

交
替
相
澄
候
上
︑
深
堀
差
返
候
事

番
頭
供
舩

一
四
十
六
挺
立
壱
艘

番
頭
・
御
目
付
・
物
頭
迄
之
駕
籠
乗
せ
送
候
用

一
平
太
舩
壱
艘

但
最
前
は
足
軽
渡

海
舩
ニ
相
成
候
上
︑
右
用
ニ
又
々
長
崎
参
居
候
也

戸
町

舩
割
右
同
断

一

西
泊
番
頭
請
取
候
物
数

一
御
石
火
矢
蔵
・
御
玉
蔵
鑰
一
箱

一
御
条
目
写
一
箱

一
御
家
老
中
手
頭
一

一
記
録
一
袋

但
大
番
中
は
︑
御
石
火
矢
頭
人
手
前
ニ
有
︑
減
番
以
後
番
頭
預
置

一
御
石
火
矢
置
目
録
帳
一
箱

右
同
断

一
道
生
田
御
薬
蔵
鑰
二
箱

右
同
断

一
七
ケ
所
御
台
場
鎖
鑰
并
切
組
小
屋
入
居
候
蔵
鑰
一
箱

一

戸
町
番
頭
・
双
方
御
目
付
・
物
頭
請
取
物
数
之
儀
秋
番
同
断
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秋
番
人
数
罷
帰
候
一
通

一
秋
番
之
人
数
相
替
罷
帰
候
刻
︑
相
調
様
諸
事
夏
番
帰
候
節
と
同
前
︑
其
内
冬
番
之

人
数
迎
舩
之
儀
︑
此
節
詰
舩
数
相
減
居
候
付
︑
深
堀
ゟ
八
挺
立
壱
艘
充
︑
舸
子
共

ニ
前
晩
双
方
江
召
寄
︑
前
ニ
記
置
候
割
付
之
舩
数
長
崎
差
遣
候
︑
尤
秋
番
御
番
人

数
人
数
御
番
所
ゟ
長
崎
江
致
渡
海
候
舩
割
之
儀
も
︑
双
方
共
ニ
其
通
ニ
而
相
済

候
︑
右
之
節

繰
合
有
之
趣
左
ニ
書
載

一
秋
番
之
人
数
・
従
者
之
儀
︑
大
底
手
廻
之
分
迄
を
残
置
︑
其
余
は
荷
物
等
迄
冬

番
人
之
迎
舩
ニ
而
差
遣
︑
尤
長
崎
着
舩
之
上
︑
早
速
荷
物
等
取
揚
︑
冬
番
之
人

数
致
乗
舩
候
︑
左
候
而
御
番
所
着
舩
交
替
相
澄
候
上
︑
其
乗
組
之
通
ニ
秋
番
人

数
致
乗
舩
罷
帰
候
事

一
平
太
舩
之
儀
︑
先
罷
帰
候
秋
番
之
足
軽
を
乗
せ
組
︑
当
日
未
明
余
之
舩
ニ
先
達

而
夜
半
比
ゟ
も
長
崎
差
遣
︑
其
帰
舩
ニ
而
冬
番
之
足
軽
︑
御
番
所
江
渡
海
其
上

ニ
而
︑
秋
番
之
番
頭
・
御
目
付
・
物
頭
之
駕
籠
を
右
舩
ニ
乗
せ
組
︑
早
速
長
崎

江
又
々
差
越
︑
冬
番
人
之
致
駕
籠
舩
︑
惣
舩
数
と
一
同
ニ
御
番
所
江
致
渡
海
候
︑

右
之
通
故
︑
秋
番
人
数
出
舩
罷
帰
候
刻
は
︑
相
付
参
候
ニ
不
及
事

一
奉
書
為
披
見
︑
戸
町
詰
秋
番
頭
西
泊
罷
越
候
乗
舩
之
儀
︑
冬
番
之
御
目
付
・
物

頭
戸
町
着
舩
之
上
︑
其
舩
ニ
而
致
渡
海
候
事

一

番
頭
行
列
ニ
相
立
候
鉄
炮
持
・
槍
持
之
儀
︑
大
番
中
は
二
十
人
充
相
渡
候
︑
小
番

之
節
ゟ
相
減
︑
冬
番
頭
は
鉄
炮
持
十
人
充
連
来
候
︑
依
之
此
節
罷
帰
番
頭
為
迎
︑

今
十
人
充
︑
佐
嘉
ゟ
参
候
︑
尤
此
儀
間
違
無
之
様
前
を
以
︑
請
役
所
迄
申
遣
候
事

一

秋
番
人
数
之
中
御
減
番
之
節
︑
罷
帰
候
人
数
并
舩
数
等
不
時
帳
ニ
有
り

春
番
人
被

仰
付
︑
冬
番
番
人
と
交
代
之
一
通

一
御
番
人
数
并
詰
舩
等
︑
冬
番
同
前
委
細
は
人
数
帳
ニ
有
り

一

番
代
リ
之
次
第
万
端
︑
秋
番
と
冬
番
交
代
之
節
同
前
︑
其
内
秋
番
頭
罷
帰
候
節
は

鉄
炮
持
・
槍
持
之
儀
︑
冬
番
頭
連
来
候
十
人
充
之
外
ニ
今
十
人
充
︑
為
迎
佐
嘉
ゟ

参
候
得
共
︑
此
節
は
夫
ニ
不
及
︑
春
番
頭
召
連
候
人
数
ニ
而
︑
冬
番
頭
帰
候
用
も

相
済
候
事

一

御
番
渡
仕
組
別
帳
ニ
有
り

﹇
別
紙
﹈

一

御
番
人
従
者
之
内
立
帰
ニ
召
連
候
者
︑
長
崎
ゟ
差
返
候
節
︑
諫
早
ゟ
佐
嘉
渡
海
舩

之
儀
︑
内
代
記
録
ニ
其
書
載
無
之
候
故
︑
享
保
六
年
丑
閏
七
月
︑
秋
御
番
ニ
我
々

罷
越
候
之
時
︑
請
役
所
申
達
帰
従
者
乗
舩
相
済
侯
︑
依
之
其
節
之
舩
方
心
遣
手
明

槍
渋
谷
治
平
次
ヘ
釣
合
︑
渡
海
舩
請
取
申
候
事

﹃
表
題
﹄

正
徳
三
年

長
崎
御
番
所
記
録
之
内
舩
方
一
通

一

御
番
舩
一
通
之
儀
︑
何
時
も
見
懸
能
様
繋
置
︑
四
十
六
挺
立
ゟ
廿
挺
立
迄
之
舩
は

不
時
ニ
不
差
出
︑
不
断
繋
舩
多
有
之
様
繰
合
候
儀
肝
要
之
事

一

御
用
付
而
長
崎
江
舩
差
越
候
節
は
︑
御
家
老
中
之
手
頭
ニ
書
載
之
通
︑
番
頭
・
御

目
付
吟
味
之
上
︑
下
目
付
相
付
︑
可
差
越
候
︑
其
外
不
限
御
用
・
私
用
︑
差
立
遠

所
抔
江
舩
差
越
候
節
ハ
︑
其
訳
番
頭
・
御
目
付
承
届
︑
舩
可
差
出
候
事

一

廿
挺
立
之
儀
︑
番
頭
勤
等
之
節
は
格
別
︑
其
外
ニ
は
御
石
火
矢
頭
人
・
御
目
付
御

用
付
而
︑
深
堀
其
外
江
差
立
罷
越
候
節
又
は
︑
物
頭
嶋
廻
等
之
節
可
差
出
事
︑
附
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付
舩
之
儀
︑
番
頭
勤
等
之
節
外
は
物
頭
嶋
廻
之
節
︑
四
挺
立
壱
艘
相
付
候
事

一

不
時
遣
舩
之
儀
︑
十
二
挺
立
・
六
挺
立
・
四
挺
立
・
天
満
︑
右
舩
数
ニ
而
諸
用
不

差
支
様
繰
合
せ
︑
可
差
出
候
︑
尤
到
于
時
右
舩
ニ
而
不
叶
儀
︑
有
之
節
は
︑
其
訳

番
頭
・
御
目
附
承
届
︑
廿
挺
立
差
出
候
事

一

深
堀
江
兵
粮
為
請
取
︑
罷
越
候
節
は
平
太
舩
可
差
越
事
︑
附
平
太
舩
両
艘
之
分
ニ

而
不
相
済
節
は
︑
両
日
ニ
も
右
舩
差
越
可
請
取
候
︑
尤
平
太
舩
ニ
十
二
挺
立
抔
相

副
︑
可
然
儀
も
可
有
之
候
︑
其
外
平
太
計
ニ
而
不
相
済
儀
有
之
候
節
ハ
︑
番
頭
・

御
目
付
吟
味
之
上
可
申
付
事

一

長
崎
江
為
調
物
︑
其
役
差
越
候
節
は
︑
平
太
舩
可
差
出
候
︑
尤
十
二
挺
立
差
越
可

然
節
ハ
︑
是
又
番
頭
・
御
目
付
承
届
可
差
出
事

一

肴
物
為
調
︑
深
堀
其
外
嶋
々
江
舩
差
越
候
節
は
︑
詰
中
申
談
舫
候
而
舩
可
差
出
候
︑

右
之
節
ハ
天
満
差
出
可
然
事
︑
附
天
満
相
障
候
節
は
︑
四
挺
立
・
六
挺
立
間
支
無

之
舩
を
可
差
出
事

一

深
堀
其
外
江
人
遣
候
用
事
有
之
人
ハ
︑
是
又
詰
中
江
申
通
︑
其
所
江
用
事
之
人
は

一
同
ニ
其
用
相
伺
候
様
可
然
候
︑
銘
々
ゟ
遣
候
而
は
舩
出
方
多
ク
不
宜
候
条
︑
毎

度
右
之
通
可
申
談
事
︑
附
右
之
節
は
小
舩
之
内
︑
支
無
之
舩
を
可
差
出
事

一

火
事
番
之
節
御
家
老
中
手
頭
之
通
︑
四
拾
六
挺
立
・
四
十
二
挺
立
間
壱
艘
︑
廿
挺

立
壱
艘
都
而
弐
艘
之
舩
︑
昼
夜
無
油
断
様
互
其
勤
前
ニ
相
成
候
時
節
︑
舩
手
存
ゟ

毎
度
舩
頭
江
申
付
候
事

一

六
挺
立
・
四
挺
立
之
儀
は
︑
不
依
夜
白
急
場
之
儀
有
之
節
︑
即
時
押
出
候
覚
悟
︑

油
断
不
仕
様
舩
頭
江
能
可
申
聞
置
事
︑
附
右
小
舩
之
儀
︑
両
艘
共
一
度
ニ
遠
所
江

不
差
出
様
繰
合
︑
不
断
壱
艘
充
ハ
急
場
間
ニ
合
候
様
可
仕
候
︑
若
両
艘
共
不
差
出

候
而
不
叶
儀
有
之
時
ハ
︑
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之
上
可
差
出
候
︑
尤
西
泊
・
戸
町

等
之
往
来
は
格
別
之
事

一

御
番
所
其
外
江
竹
・
木
・
石
・
砂
等
之
類
︑
御
番
舩
ニ
而
積
廻
候
節
は
毎
度
平
太

舩
可
差
出
事

一

長
崎
・
深
堀
間
ゟ
就
御
用
舩
︑
用
事
之
段
申
来
候
ハ
ヽ
︑
番
頭
・
御
目
付
吟
味
之

上
︑
御
番
所
支
無
之
節
は
其
用
之
品
ニ
応
︑
不
時
遣
舩
之
内
ゟ
時
々
可
差
出
候
︑

尤
数
日
遣
置
候
儀
ハ
不
可
然
候
事

一

右
舩
方
一
通
之
儀
も
︑
両
御
番
所
隔
々
ニ
無
之
様
︑
万
端
申
談
相
調
候
事

一

減
番
以
後
は
舩
数
も
相
減
事
候
条
︑
右
之
畢
竟
を
以
猶
又
繰
合
相
調
候
事

︻
附
記
︼

鍋
島
茂
清
先
生
は
︑
平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
︒
編
集
委
員
会
の

責
任
で
校
正
を
行
い
ま
し
た
が
︑
論
旨
に
関
わ
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
︑
最
低
限
の
作

業
に
と
ど
め
て
お
り
ま
す
︒
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